
内部監査の実施状況について 

（平成２８年３月３１日現在） 

監査対象 

官 署 名 
監査実施日 主な監査項目 監査結果の概要 講ずる措置 

局内各課室 平成２７年１１月１０

日から１１月１８日に

かけて実施 

・会計経理事務に関する事項 

・管理事務に関する事項 

 

・旅行命令が的確に行われ

ていない事案が認められた。

（１課） 

・通勤手当の認定が的確に

行われていない事案が認め

られた。（１課） 

 

・旅行命令の的確な処理を徹底する

こととした。 

 

・認定の際、通勤届及び資料が現行

のものであること等確認を厳密に行

うこととした。 

 

局総務課 

（第２回） 

平成２８年２月２９日

に実施 

・会計経理事務に関する事項 

・管理事務に関する事項 

 

・官用車の使用にあたり規定

に基づく処理が行われていな

い事案が認められた。 

・処理の徹底を行うこととした。 

管内労働 

基準監督署 

全７署 

平成２７年９月２９日 

から１１月４日にかけ

て実施 

・会計経理事務に関する事項 

・管理事務に関する事項 

 

・退庁時間の管理が的確に

行われていない事案が認め

られた。（１署） 

・超過勤務手当の事務処理

が的確に行われていない事

案が認められた。（１署） 

・超過勤務命令者の代理手

続が的確に行われていない

事案が認められた。（１署） 

・必要のない在庁をなくすことを徹底

した。 

 

・超過勤務について、書類への記入

事項の確認等日々の処理を徹底す

ることとした。 

・関係書類の確認を徹底することとし

た。 

 



管内公共 

職業安定所 

全１２所 

平成２７年９月１８日

から１１月６日にかけ

て実施 

・会計経理事務に関する事項 

・管理事務に関する事項 

 

・勤怠管理に係る事務処理が

的確に行われていない事案

が認められた。（３所） 

・休暇承認の代理手続が的

確に行われていない事案が

認められた。（１所） 

・超過勤務手当の事務処理

が的確に行われていない事

案が認められた。（２所） 

・超過勤務命令者の代理手

続が的確に行われていない

事案が認められた。（１所） 

・通勤手当の認定が的確に

行われていない事案が認め

られた。（１所） 

・郵便切手等の使用に係る処

理が的確に行われていない

事案が認められた。（４所） 

・管理換えに係る処理が行わ

れていない事案が認められ

た。（１所） 

 

・関係書類の確認を徹底することとし

た。 

 

・関係書類の確認を徹底することとし

た。 

 

・超過勤務について、書類への記入

事項の確認等日々の処理を徹底す

ることとした。 

・関係書類の確認を徹底することとし

た。 

 

・認定の際、通勤届及び資料が現行

のものであること等確認を徹底する

こととした。 

・処理手順の確認と実施を徹底する

こととした。 

 

・事務処理の事後確認を徹底するこ

ととした。 

 

 


